
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
九
号

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
八
条
第
四
項
第
四
号
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
第
五
号
、
第
十
五
条
第
二
項
第
四
号
（
同

法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
第
三
項
第

五
号
、
第
十
八
条
第
五
号
、
第
二
十
一
条
、
第
百
三
十
九
条
第
二
項
、
第
百
四
十
三
条
第
七
号
、
第
百
四
十
六
条
第

二
項
、
第
百
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
、
第
百
五
十
八
条
、
第
百
六
十
条
並

び
に
第
百
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
、
第
百
四
十
三
条
、
第
百

六
十
八
条
、
第
百
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
実
施
す
る

た
め
、
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
拘
束
及
び
抑
留
資
格
認
定
の
手
続
（
第
一
条―

第
十
七
条
）

第
二
章
　
抑
留
の
終
了
（
第
十
八
条―

第
二
十
二
条
）

第
三
章
　
部
隊
等
に
お
け
る
領
置
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

第
四
章
　
遺
留
物
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）

第
五
章
　
補
則
（
第
二
十
七
条―

第
三
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
拘
束
及
び
抑
留
資
格
認
定
の
手
続

（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
隊
等
）

第
一
条
　
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
部
隊
等
（
自
衛
隊
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
四
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
部
隊
等
と
す
る
。

一
　
連
隊

二
　
群

三
　
団
に
準
ず
る
隊
で
あ
っ
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の

四
　
特
科
隊

五
　
後
方
支
援
隊

六
　
駐
屯
地
司
令
（
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
駐
屯
地
司
令
を
い
い
、
方
面
総
監
部
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
部
隊
の
所
在
す
る
駐
屯
地
の
駐
屯
地
司
令
を
除

く
。
）
が
所
属
す
る
部
隊
等
（
自
衛
隊
地
区
病
院
を
除
く
。
）

七
　
自
衛
艦

八
　
航
空
基
地
隊
（
地
方
総
監
部
の
所
在
地
に
所
在
す
る
航
空
基
地
隊
を
除
く
。
）

九
　
基
地
隊

十
　
防
備
隊

十
一
　
基
地
司
令
（
自
衛
隊
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
地
司
令
を
い
い
、
航
空
方
面
隊

司
令
部
の
所
在
す
る
基
地
の
基
地
司
令
を
除
く
。
）
が
所
属
す
る
部
隊
等

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
部
隊
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
部
隊
等

（
引
渡
し
時
の
報
告
）

第
二
条
　
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
報
告
は
引
渡
し
を
す
る
出
動
自
衛
官
（
法
第
四
条
に
規
定
す
る
出
動
自
衛

官
を
い
う
。
）
が
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
様
式
は
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
確
認
記
録
）

第
三
条
　
法
第
八
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
確
認
記
録
の
番
号
と
す
る
。

２
　
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
記
録
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
判
断
通
知
書
）

第
四
条
　
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
拘
束
者
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
拘
束
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
す
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
判
断
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
判
断
同
意
書
）

第
五
条
　
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
拘
束
者
が
署
名
す
る
文
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

（
抑
留
資
格
認
定
官
の
管
轄
）

第
六
条
　
法
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
抑
留
資
格
認
定
官
の
管
轄
は
、
別
表
の
上
欄
の
組
織
の
区
分
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
抑
留
資
格
認
定
官
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

（
供
述
調
書
の
作
成
）

第
七
条
　
抑
留
資
格
認
定
官
又
は
法
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
補
佐
官
（
次
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
一

項
に
お
い
て
「
抑
留
資
格
認
定
官
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
取
調

べ
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
述
調
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
抑
留
資
格
認
定
官
か
ら
依
頼
さ
れ
た
参
考
人
の
取
調

べ
を
行
う
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
述
調
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
考
人
の
出
頭
の
要
求
等
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
の
出
頭
の
求
め
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
呼
出
通
知
書
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
抑
留
資
格
認
定
官
等
は
、
自
ら
管
理
す
る
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
収
容
区
画
等
に
留
め
置
か
れ
て
い

る
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
の
出
頭
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
そ
の
承
諾
を
得
て
、
参
考
人
と

し
て
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
身
体
検
査
調
書
）

第
九
条
　
抑
留
資
格
認
定
官
等
は
、
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
検
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
身
体
検

査
調
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
身
体
検
査
調
書
の
様
式
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
公
務
所
等
へ
の
照
会
の
方
式
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
所
又
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め

る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
抑
留
資
格
認
定
事
項
照
会
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
調
査
記
録
）

第
十
一
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
認
定
調
査
記
録
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

五
号
に
よ
る
。

（
抑
留
資
格
認
定
書
）

第
十
二
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
抑
留
資
格
認
定
並
び
に
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
抑
留
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
の
判
定
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
抑
留
資
格
認
定
書
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
抑
留
資
格
認
定
通
知
書
）

第
十
三
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
三
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
抑
留
す
る
必
要
性
が
な
い

旨
の
判
定
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
被
拘
束
者
へ
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
抑
留
資
格
認

定
通
知
書
（
甲
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
抑
留
す
る
必
要
性
が
な
い
旨
の
判
定
を
し
た

場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
被
拘
束
者
へ
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
抑
留
資
格
認
定
通
知
書
（
乙
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
等
同
意
書
）

第
十
四
条
　
法
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
拘
束
者
が
署
名
す
る
文
書
の
様
式
は
、
別

記
様
式
第
九
号
に
よ
る
。

（
放
免
書
）

第
十
五
条
　
法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
放
免
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ

る
。
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（
仮
収
容
令
書
）

第
十
六
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
（
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
仮
収

容
令
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
。

（
抑
留
令
書
）

第
十
七
条
　
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
抑
留
令
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
。

第
二
章
　
抑
留
の
終
了

（
送
還
へ
の
同
意
）

第
十
八
条
　
法
第
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
意
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
重
傷
病
捕
虜
等
送
還
同
意
書

へ
署
名
す
る
こ
と
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
者
が
、
傷
病
の
程
度
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
重
傷
病
捕
虜
等
送
還
同
意
書
に
自
ら
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
者
の
利
益
を
代
表
す
べ
き

捕
虜
代
表
が
代
わ
り
に
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
捕
虜
代
表
は
、
そ
の
代
わ
り
に

署
名
し
た
理
由
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
送
還
令
書
の
様
式
）

第
十
九
条
　
法
第
百
四
十
三
条
に
規
定
す
る
送
還
令
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
。

（
送
還
令
書
を
執
行
し
た
と
み
な
す
方
法
）

第
二
十
条
　
法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
我
が
国
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
者
に
係
る
送
還

令
書
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
捕
虜
収
容
所
長
が
指
定
し
た
出
国
便
を
運
航
す
る
運
送
業
者
へ
当

該
者
を
引
き
渡
し
た
時
に
執
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
送
還
実
績
等
の
通
知
）

第
二
十
一
条
　
法
第
百
四
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
捕
虜
収
容
所
長
が
送
還
及
び
移
出
の
実
績
を
捕
虜
代
表
に
通

知
す
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
還
　
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
執
行
さ
れ
、
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
執

行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
又
は
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
失
効
し
た
送
還
令
書
の
写
し
の

送
付

二
　
移
出
　
法
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
失
効
し
た
抑
留
令
書
の
写
し
の
送
付

（
送
還
計
画
等
の
周
知
）

第
二
十
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
還
実
施
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る

送
還
実
施
計
画
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
内
に
掲

示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
還
実
施
計
画
の
掲
示
に
際
し
て
、
当
該
送
還
実
施
計
画
の
根
拠
と

な
る
国
際
約
束
の
概
要
を
、
併
せ
て
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
毎
月
一
回
以
上
定
期
的
に
次
に
掲
げ
る
実
績
を
、
捕
虜
収
容
所
内
に
掲
示
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
送
還

二
　
法
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
去

三
　
法
第
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
移
出

四
　
法
第
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
放
免

第
三
章
　
部
隊
等
に
お
け
る
領
置

（
領
置
し
て
は
な
ら
な
い
私
用
の
物
品
）

第
二
十
三
条
　
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
私
用
の
物
品
は
、
結
婚
指
輪
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
宝
飾
品
と
す
る
。

（
領
置
金
品
の
記
録
）

第
二
十
四
条
　
指
定
部
隊
長
又
は
抑
留
資
格
認
定
官
は
、
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
拘
束
者
か
ら

領
置
し
た
金
品
（
同
項
に
規
定
す
る
金
品
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
品
目
、
員
数
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
す
る

帳
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
遺
留
物

（
被
拘
束
者
又
は
被
収
容
者
の
死
亡
以
外
で
遺
留
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条
　
法
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
被
拘
束
者
又
は
被
収
容
者
（
法
第
二

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
容
者
を
い
う
。
）
が
逃
走
し
た
場
合
と
す
る
。

（
遺
留
物
の
返
還
）

第
二
十
六
条
　
法
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
遺
留
物
の
返
還
は
、
抑
留
さ
れ
る
者
が
法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
送
還
さ
れ
る
際
に
携
行
を
許
可
さ
れ
な
い
物
品
の
取
扱
い
の
例
に
よ
り
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
捕
虜
収
容
所
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
段
の
国
際
約
束
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

第
五
章
　
補
則

（
混
成
医
療
委
員
の
指
定
）

第
二
十
七
条
　
防
衛
大
臣
は
、
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
混
成
医
療
委
員
（
同
項
に
規
定
す
る
混
成

医
療
委
員
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
指
定
し
た
と
き
は
、
指
定
し
た
者
に
対
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
身
分
証
明
書
番
号
等

三
　
そ
の
他
防
衛
大
臣
が
定
め
る
事
項

２
　
混
成
医
療
委
員
は
、
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
場
合
又
は
診
断
を
行
う
場
合
に
は
、

前
項
に
規
定
す
る
書
面
を
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
書
面
の
様
式
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

（
外
国
混
成
医
療
委
員
へ
の
告
知
）

第
二
十
八
条
　
防
衛
大
臣
は
、
前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
混
成
医
療
委

員
に
対
し
て
、
法
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
条
及
び
第
百
八
十
三
条
の
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
告
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
被
拘
束
者
の
死
亡
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
被
拘
束
者
を
拘
束
し
て
い
る
指
定
部
隊
長
又
は
抑
留
資
格
認
定
官
は
、
当
該
被
拘
束
者
が
死
亡
し
た

と
き
は
、
医
師
で
あ
る
隊
員
の
検
案
を
求
め
る
等
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
死
亡
の
年
月
日
、
場
所
、

死
因
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
拘
束
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め

る
。

（
麻
薬
の
譲
受
け
）

第
三
十
条
　
法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
隊
麻
薬
診
療
施
設
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛

隊
麻
薬
診
療
施
設
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
設
者
が
麻
薬
（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
の
う
ち
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に

規
定
す
る
麻
薬
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
）
の
譲
渡
の
相
手
方
と
な
る
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
作
成
し
た
麻
薬
譲
受
確
認
証
の
副
本
を
そ
の
相
手
方
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
麻
薬
譲
受
確
認
証
の
正
本
は
、
譲
渡
の
相
手
方
と
な
っ
た
自
衛
隊
麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
が
、
譲
渡

の
相
手
方
と
な
っ
た
日
か
ら
二
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
向
精
神
薬
の
譲
受
け
）

第
三
十
一
条
　
法
第
百
七
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
隊
病
院
等
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

自
衛
隊
病
院
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
設
者
が
向
精
神
薬
（
麻
薬
及
び
向
精

神
薬
取
締
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
向
精
神
薬
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
り
受
け
る
場
合
に

は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
向
精
神
薬
譲
受
確
認
証
の
副
本
を
相
手
方
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
向
精
神
薬
譲
受
確
認
証
の
正
本
は
、
当
該
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
自
衛
隊
病
院
等
の
開
設
者
が
、
譲

り
受
け
た
日
か
ら
二
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
覚
醒
剤
の
譲
受
け
）

第
三
十
二
条
　
法
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
隊
覚
醒
剤
施
用
機
関
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

自
衛
隊
覚
醒
剤
施
用
機
関
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
覚
醒
剤
を
譲
り
受
け
る
場
合
に
は
、
防
衛
大
臣

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
覚
醒
剤
譲
受
確
認
証
の
副
本
を
相
手
方
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
前
項
の
覚
醒
剤
譲
受
確
認
証
の
正
本
は
、
当
該
覚
醒
剤
を
譲
り
受
け
た
自
衛
隊
覚
醒
剤
施
用
機
関
に
お
い
て
、

譲
り
受
け
た
日
か
ら
二
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
の
譲
受
け
）

第
三
十
三
条
　
法
第
百
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
隊
病
院
等
の
開
設
者
が
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原

料
を
譲
り
受
け
る
場
合
に
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
譲
受

確
認
証
の
副
本
を
相
手
方
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
譲
受
確
認
証
の
正
本
は
、
当
該
覚
醒
剤
を
譲
り
受
け
た
自
衛
隊
病
院
等
の

開
設
者
が
、
譲
り
受
け
た
日
か
ら
二
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雑
則
）

第
三
十
四
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
抑
留
資
格
認
定
の
手
続
及
び
部
隊
等
に
お
け
る
領
置
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
〇
日
防
衛
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
防
衛
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
三
日
防
衛
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
防
衛
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
六
条
関
係
）

区
分

抑
留
資
格
認
定
官

管
轄

陸

上

自

衛
隊

北
部
方
面
総
監

東
北
方
面
総
監

東
部
方
面
総
監

中
部
方
面
総
監

西
部
方
面
総
監

こ
の
項
の
抑
留
資
格
認
定
官
欄
の
各
官
職
が
自
衛
隊
法
施
行
令
第
十
四
条
及
び

別
表
第
二
に
お
い
て
責
任
者
と
さ
れ
て
い
る
警
備
区
域
の
区
域

海

上

自

衛
隊

大
湊
地
方
総
監

横
須
賀
地
方
総
監

呉
地
方
総
監

佐
世
保
地
方
総
監

舞
鶴
地
方
総
監

こ
の
項
の
抑
留
資
格
認
定
官
欄
の
各
官
職
が
長
で
あ
る
地
方
隊
が
自
衛
隊
法
施

行
令
第
二
十
七
条
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
責
任
部
隊
と
さ
れ
て
い
る
警
備
区

域
の
区
域

航

空

自

衛
隊

北
部
航
空
方
面
隊
司
令
官
北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
秋
田
県

中
部
航
空
方
面
隊
司
令
官
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉

県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
、
福
井
県
、
山
梨

県
、
長
野
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、

大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県
、
徳
島
県
、
香
川
県

西
部
航
空
方
面
隊
司
令
官
鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
福
岡

県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県

南
西
航
空
方
面
隊
司
令
官
沖
縄
県
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別
記
様
式
第
一
号
（
第
四
条
関
係
）

別記様式第一号（第四条関係）

番 号

日本国自衛隊 年 月 日

判 断 通 知 書

殿

あなたに対し、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取

扱いに関する法律第八条第一項の規定により確認した結果抑留対象者

に該当しないと判断したので、同法第九条第一項の規定により通知し

ます。

理 由

上記の判断に同意するときは放免されます。それ以外の場合、抑留

資格認定官による抑留対象者に該当するかどうかの認定を受けること

ができます。

自衛隊

指定部隊長（識別符号 ）

別
記
様
式
第
二
号
（
第
五
条
関
係
）

別記様式第二号（第五条関係）

受付番号

受付年月日

判 断 同 意 書

自衛隊

指定部隊長 殿

私は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関

する法律第九条第一項の規定により通知された抑留対象者に該当しな

い旨の判断に同意します。

年 月 日

（ 本人 ）

( 署名 )
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別
記
様
式
第
三
号
（
第
八
条
関
係
）

別記様式第三号（第八条関係）

番 号

日本国自衛隊 年 月 日

呼 出 通 知 書

殿

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第十

一条第二項の規定により、下記のとおりあなたに参考人として尋ねたいこと

がありますので、出頭して下さい。出頭の際は、この通知書を持参して下さ

い。

１ 参 考 人

氏 名 （男・女）

国 籍

住 所

２ 出頭を求める日時及び場所

年 月 日 時

３ 出頭を求める理由

自衛隊

抑留資格認定官

印

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。

別
記
様
式
第
四
号
（
第
十
条
関
係
）

別記様式第四号（第十条関係）

番 号

日本国自衛隊 年 月 日

抑留資格認定事項照会書

殿

抑留資格認定官 印

抑留資格認定のため必要があるので、下記事項につき至急回答願いたく、

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第十一

条第四項の規定により照会します。

記

照 会 事 項

5



別
記
様
式
第
五
号
（
第
十
一
条
関
係
）

別記様式第五号（第十一条関係）

年 月 日 第 号

認定調査記録
１ 調査対象者

氏名 （男・女）

階級等

生年月日 年 月 日

身分証明書番号等

２ 調査結果

取調べ

参考人取調べ

検査

所持品

身体

照会事項

３ 作成者

抑留資格認定官・認定補佐官

捕虜収容所長 （署名）

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。

別
記
様
式
第
六
号
（
第
十
二
条
関
係
）

別記様式第六号（第十二条関係）

番 号

年 月 日

抑 留 資 格 認 定 書

氏 名 （男・女）

階 級 等

生 年 月 日 年 月 日

身分証明書番号等

拘 束 日 時 年 月 日 時 頃

拘 束 場 所

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法

第六条第二項
律 の規定により引渡しを受けた上記被拘束者につい

第九条第四項

て、下記のとおり認定する。

認 定 要 旨

１ 認定結果

２ 抑留の必要性の判定

３ 証拠

４ 参考事項

自衛隊

抑留資格認定官 印

注 不要な文字は横線で抹消して使用すること。
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別
記
様
式
第
七
号
（
第
十
三
条
関
係
）

別記様式第七号（第十三条関係）

番 号

日本国自衛隊 年月日

抑留資格認定通知書(甲)

殿

認 定
あなたに対し下記のとおり したので、武力攻撃事態

認定及び判定

第十三条第
及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律

第十六条第

一項
の規定により通知します。

三項

要 旨

認 定
上記の に不服があるときは、この通知を受けた時

認定又は判定

から二十四時間以内に、本職へ不服の理由、氏名及び生年月日、本通

知を受けた年月日時並びに申立てを行う年月日を記載した書面を提出

して、捕虜資格認定等審査会に対し資格認定審査請求をすることがで

きます。

なお、資格認定審査請求をしたときは、捕虜資格認定等審査会によ

る裁決があるまでの間、捕虜収容所に仮に収容されます。

自衛隊

抑留資格認定官 印

通知日時： 年 月 日 時 分

注１ 不要の文字は横線で抹消して使用すること。
注２ 本通知書を通知対象者に交付する際、通知日時を記入すること。

別
記
様
式
第
八
号
（
第
十
三
条
関
係
）

別記様式第八号（第十三条関係）

番 号

日本国自衛隊 年月日

抑留資格認定通知書(乙)

殿

認 定
あなたに対し下記のとおり したので、武力攻撃事態

認定及び判定

第
及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第十六条

第

一項
の規定により通知します。

三項

要 旨

認 定
上記の に不服があるときは、抑留令書が示された

認定又は判定

日の翌日から起算して六十日以内に、本職又は捕虜収容所長へ、氏名

及び生年月日、不服の趣旨及び理由、抑留令書が提示された年月日並

びに不服申立てを行う年月日を記載した書面を提出し又はこれらの事

項を口頭で述べることにより、捕虜資格認定等審査会に対し資格認定

審査請求をすることができます。

自衛隊

抑留資格認定官 印

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。
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別
記
様
式
第
九
号
（
第
十
四
条
関
係
）

別記様式第九号（第十四条関係）

受付番号

受付年月日

認 定 等 同 意 書

自衛隊

抑留資格認定官 殿

私は、

□ 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに

関する法律第十三条第一項の規定により通知された抑留対

象者に該当しない旨の認定

□ 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに

関する法律第十六条第三項の規定により通知された抑留対

象者に該当する旨の認定及び抑留する必要がない旨の判定

に同意します。

年 月 日

（ 本人 ）

( 署名 )

注 □のいずれか該当する箇所に üを記入すること。

別
記
様
式
第
十
号
（
第
十
五
条
関
係
）

別記様式第十号（第十五条関係）

番 号

日本国自衛隊 年 月 日

放 免 書

氏 名 （男・女）

階 級 等

生 年 月 日 年 月 日

身分証明書番号等

拘 束 日 時 年 月 日 時 頃

拘 束 場 所

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法

第十三条第三項
律 の規定により、下記のとおり放免したことを証

第十七条第二項

明します。

(1) 放免した日 年 月 日

(2) 放免の理由

自衛隊

抑留資格認定官 印

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。
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別
記
様
式
第
十
一
号
（
第
十
六
条
関
係
）

別記様式第十一号（第十六条関係）

( 表 )
番 号

日本国自衛隊 年 月 日

仮 収 容 令 書

氏 名 （男・女）

生 年 月 日 年 月 日

拘 束 日 時 年 月 日 時 頃

拘 束 場 所

上記の者を、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱

第十五条第一項
いに関する法律

第十七条第五項において準用する第十五条第一項

の規定により、仮に収容する。

自衛隊

抑留資格認定官 印

提 示 認定補佐官 ,

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。

( 裏 )

執 行 経 過

年月日時 年 月 日 時 分

執行場所

執 行 者 認定補佐官 ,

年 月 日 年 月 日

収容場所

取 扱 者 ,

年月日 年 月 日 取扱者
執行の終了

理 由 ,

備 考

9



別
記
様
式
第
十
二
号
（
第
十
七
条
関
係
）

別記様式第十二号（第十七条関係）

( 表 )
番 号

日本国自衛隊 年 月 日

抑 留 令 書

氏 名 （男・女）

階 級 等

生 年 月 日 年 月 日

身分証明書番号等

拘 束 日 時 年 月 日 時 頃

拘 束 場 所

抑 留 資 格

上記の者を、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱

いに関する法律第十六条第五項の規定により、抑留する。

自衛隊

抑留資格認定官 印

提 示 認定補佐官 ,

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。

( 裏 )

執 行 経 過

年月日時 年 月 日 時 分

執行場所

執 行 者 認定補佐官 ,

年 月 日 年 月 日

収容場所

取 扱 者 ,

年月日 年 月 日 取扱者
執行の終了

理 由 ,

備 考
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別
記
様
式
第
十
三
号
（
第
十
八
条
関
係
）

別記様式第十三号（第十八条関係）

受付番号
受付年月日

重傷病捕虜等送還同意書

捕虜収容所長 殿

私は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関

する法律第百三十九条第一項の規定により通知された送還対象重傷病

者に該当する旨の認定に服し、同法の規定による送還に同意します。

氏 名 （男・女）

階 級 等

生 年 月 日 年 月 日（ 歳）

身分証明書番号等

本 人

（ 署名 ）

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。

別
記
様
式
第
十
四
号
（
第
十
九
条
関
係
）

別記様式第十四号（第十九条関係）

番 号

日本国自衛隊 年 月 日

送 還 令 書

氏 名 （男・女）

階 級 等

生 年 月 日 年 月 日

身分証明書番号等

国 籍

上記の者を、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱

いに関する法律第百四十四条第二項の規定により、以下のとおり送還

する。

(1) 送還理由

(2) 送 還 地

(3) 執行方法

自衛隊

捕虜収容所長 印

執行経過 執行者 ,

注 不要の文字は横線で抹消して使用すること。
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